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中小企業政策の視点からの新しい会社法制のあり方について

－中小企業政策審議会－

中小企業政策審議会企業制度部会は、中小企業政策の視点から会社法制

のあるべき姿について集中的な審議を行ってきたが、このほど、提言「中

小企業政策の視点からの新しい会社法制のあり方について」を取りまとめ、

公表した。提言では、過剰な規制を撤廃し、多様な中小企業が会社形態や

経営手法について、自らの実態にあった選択ができるようにするため、「最

低資本金規制を大幅に緩和又は廃止すること」、「取締役の員数・任期、監

査役の設置等の会社の機関に係る規制は、譲渡制限株式会社については有

限会社と同様の規制とすること」等が示されている。現在、法相の諮問機

関である法制審議会会社法部会において、平成17年の通常国会への法案提

出を目指して、会社法改正の検討が始まっているが、この改正は、21世紀

の会社法制の方向性を決定する大改正となると考えられることから、同提

言は、法制審議会での検討にあわせて中小企業政策の視点から会社法制の

あるべき姿を検討したもの。――提言の概要は次のとおり。

１．基本的な問題意識

現行会社法制は、a枠組みが画一的、

s過剰な規制が存在、d会社形態に対す

るイメージにより、会社形態の選択にひ

ずみが生じているなどの問題点あり。

このような問題点を解消し、創業や経

営革新を進めやすくするためには、有限

責任の下で運営される会社の最低限のル

ールを明確にし、成長する中小企業がそ

の時々の実態・成長段階に応じて最適な

運営ルールを選択できるようにすること

で機動的・弾力的な経営を可能とするこ

とが必要。

この際、中小企業の大部分が株式の譲

渡を制限しており（譲渡制限会社）、株

主が家族や知人であるなど一般に株主と

経営者の信頼関係が強いという実態に即

して見直していく必要がある。

「最低資本金規制の大幅緩和・廃止」等を提言 「最低資本金規制の大幅緩和・廃止」等を提言 
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具体的な見直しの考え方は以下のとお

り。

○債権者保護を目的とする規制につい

て（過剰規制の緩和）

：過剰な規制は実態に即して緩和し

ていくべき。特に、有限会社と譲

渡制限株式会社は実態上ほとんど

差異がない場合も見られることか

ら、現行の有限会社の規制のレベ

ルに譲渡制限株式会社の規制をあ

わせるべき。

○出資者と経営者の利害調整のための

規制について（定款自治の拡大）

：多様な中小企業が、会社の形態や

経営手法について、自らの実態に

合った選択ができるようにし、定

款自治の範囲を拡大する方向で検

討すべき。

○会社形態の名称・法形式等について

：対外的な印象によって会社の選択

がゆがめられないような配慮が必

要。

２．主な論点

＜設立について＞

○「株式会社、有限会社について最低

資本金規制を大幅に引下げ又は廃止

すべき。」

○「会社の目的の記載の登記実務の運

用を緩和し、包括的な記載を認める

べき。」

＜会社の機関について＞

○「取締役の員数につき、譲渡制限株

式会社（現行３人）については有限

会社並みに１人でよいこととすべ

き。」

○「中小企業が実態にあわせて機関設

計できるよう、譲渡制限株式会社に

おける取締役会と代表取締役の設置

を任意化し、現行有限会社と同様の

扱いとすべき。」

○「取締役の任期につき、譲渡制限株

式会社（現行２年）については有限

会社並みに自由に決められることと

すべき。」

○「中小企業が実態にあわせて機関設

計できるよう、例えば譲渡制限株式

会社における監査役の設置を任意化

すべき。」

＜株式・持分について＞

○「譲渡制限会社においては、定款の

定めにより、ある者が譲渡以外の事

由（相続・合併）により譲渡制限株

式（持分）を取得した場合には当該

会社の承認を要することとする等、

株主の分散を防止する措置をとるこ

とができるようにすべき。」

＜計算書類について＞

○「計算書類の公告義務について有効

性を検証し、義務の必要性も含め見

直しすべき。」




